
平成３０年１月 国見町教育委員会 会議録 

 

 １、召集日時 平成３０年１月１５日（月）午後４時から  

 ２、召集場所 国見町役場 小会議室（２階） 

 ３、議席指定 1番委員 石川 博利 

        2番委員 志村 裕美 

        3番委員 高橋 幸子 

        5番委員 岡崎 忠昭 

 ４、議事録書名人 １番委員 石川博利委員  ５番委員 岡崎 忠昭 

 ５、欠席委員 4番委員 赤坂 正行 

 ６、説明のため出席 

       教育次長兼学校教育課長  引地 由則 

       幼児教育課長       中田 利枝 

       生涯学習課長       羽根 洋一 

       学校教育課指導主事    宍戸 正幸 

 ７、書  記   学校教育課主任主査兼学校教育係長 黒田典子 

 ８、開  会   午後４時 50分 

９、議題の上程 

  ○議案第１号 国見町公立小・中学校規則の一部改正について 

 （事務局説明） 

石川委員：第 10条について、小・中学校からの日数の意見はなかったのか。 

引地次長：日数の検討は校長会で行ってきた。１日増やしただけでは必要な授業数が確保できないため、

平日の授業数で調整をし、必要時間数を確保することとした。 

高橋議長：第 42条の違いは何か。 

引地次長：規則を校長が定める事が適当ではないため、教育長に変更した。 

高橋議長：第 10条の改正は全国的に同じなのか。 

引地次長：学期及び休業日は学校教育法施行令第 29条により、当該市町村の教育委員会が定めると決

めており、教育委員会毎に決められるものです。 

高橋議長：県内の動きは一律ではないのか。 

引地次長：一律ではない。 

岡崎委員：週休２日になっていたが、最近土曜授業を行っている市町村もある。国見町はスポ少の活動

等もあり実施していない。しかし、新しい指導要領では授業時数確保が難しいために、1年

間検討し、夏休み 1日を減らすこととした。伊達市は土曜学習を 3日間実施、国見町はスク

ールバスの件もあるため夏休み１日とした。 

高橋議長：夏休みが 1日減れば、その分給食がでるのか。 

岡崎委員：給食は学校で 1年に何食という決め方をしているので、一概には言えない。 



 

高橋議長：議案第１号は承認された。 

  ○議案第２号 国見町観月台文化センター条例施行規則の一部改正について 

 （事務局説明） 

高橋議長：古い窯の際は料金を徴収していなかったのか。 

羽根課長：はい。徴収していませんでした。 

高橋議長：その他の備品を使用する際は、文連に加盟している団体は費用が発生していないのか。 

羽根課長：今回、窯にいて電気代等の実費程度を使用料として整理した。合わせて、他の備品等の使用

料についても整理した。また、減免措置もあるので、活用いただきたい。 

高橋議長：窯の使用料ではなくて電気代なのか。 

羽根課長：はい。電気代等の実費代です。 

高橋議長：他の利用料については、冷暖房費ぐらいしかかからないか。 

羽根課長：一部持ち込み機材の関係で電力の使用料が関係することがある。窯は電気代との認識でいる。

ホール事業においても、照明・音響等利用料を頂戴している。 

高橋議長：窯を使うのはサークルの方ではないのか。 

羽根課長：多く使用しているのはサークルだが、今後文化センターの陶芸教室、他のグループが使う場

合にも規程が無いと使用料を徴収するのが難しくなるために、今回の規程となった。 

石川委員：個人の趣味で、使いたい場合も使用できるのか。 

羽根課長：使用料を支払っていただければ、使用できます。 

高橋議長：料理サークル等から料金はもらっているのか。 

羽根課長：料理サークルからは使用料は徴収していない。 

高橋議長：陶芸サークルからは苦情はないのか。 

羽根課長：今後調整が必要にある。栄養指導室は、施設の部屋を使うとの認識で、付属備品の設定はし

ていない。第三者が部屋を使う場合については、他の部屋よりも水・ガスを使う為高い料金

設定になっている。 

高橋議長：議案第２号は承認された。 

 

１０、教育長事務報告 

岡崎教育長： 管理規則改正については、次長からご説明したとおりです。ご承認いただきありがとうご

ざいました。土曜授業・その他の事に関しても地方分権の考えから、地方も責任を持ち考

えいくという方針であり、今回は夏休みを 1日少なくします。平成 30年度実際に行い、

状況に応じて臨機応変に対処していきたい。生涯学習課関係の使用料等については、さら

に検討を進める必要があると認識している。今回もいろいろな事業に参加させていただき

ましたが、その中でも 7日の成人式での答辞がすばらしかった。 

１1、各課からの報告 

学校教育課：次回の教育委員会 2月 16日、中学校の卒業式 3 月 13 日、幼稚園の修了式 3 月 16日、

保育所の修了式 3月 17日、小学校の卒業式 3月 23日。教職員の離任式 3月 28日。 



幼児教育課：①平成 30年度の保育所、幼稚園、預かり保育、子どもクラブの入所について。保育所の

新入児説明会は 2月 16日に保育所で行う。幼稚園の入園説明会は、1月 2６日に行う。 

②屋内遊び場くにみももたん広場、木育ひろばつながルームの利用状況について 

生涯学習課：①公民館教室活動 

       わんぱく広場・少年仲間づくり閉校式に向かい準備を進めている。 

子育て応援事業として、親子クッキング教室が 12月 26日実施。 

町民教室では、町民応援講座として手相入門講座を 3回実施、新しく購入した窯を利用

した文連の陶芸教室も４回で実施。その他に iPhone体験教室。男の料理教室、日本酒

講座、子どもスキー教室が予定さている。 

②1月７日の成人式について（該当者 95名中、77名の参加） 

③2月４日、第２６回町長杯の囲碁将棋大会について 

④ホールでの催し・1月 27日若い芽のコンサート、2月 4日ショートショート、2月 10

日文化団体連絡協議会講演会について 

１２、その他 

学校教育課長：東北６県総会７月１２日・１３日、定期総会（福島市）５月８日。 

 

１３、閉  会 午後４時５０分 

 

上記記録の正確なることを認めここに署名する。 

 

平成３０年１月１５日 

     

         議事録書名人 

            １番委員  

           

            ５番委員  

 

会議書記     主任主査兼学校教育係長 黒田典子 


